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1．家賃支援給付金とは

1-1．家賃支援給付金とは
~~~~

~

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の

減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃（以下、賃料）の負

担を軽減することを目的として、賃借人（かりぬし）である事業者に対して給付金を給

付します。

' '一'一'~給付の対象
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、

人、 NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。

し詳細： 2-2．申請できる法人
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給付額

申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。

（最大600万円）

し詳細：2-4．給付額の算定方法

§

1-1-3．申請の期間

給付金の申請の期間は、 2020年7月14日から2021年1月15日までです。

電子申請の締め切りは、 2021年1月15日の24時まで。

締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

※上記は、 8月28日時点の予定期間となります。

1．家賃支援給付金とは 4



’ 1-1-4．申請の手続方法
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、

WEB上で申請の手続をお願いします。

また、受付開始後、補助員が入力サポートをおこなう 「申請サポート会場」を111頁次開設

していきますので、WEB上での申請が困難な場合は、 「申請サポート会場」をご利用く

ださい。

※申請サポート会場の検索・予約については、家賃支援給付金ホームページ

(https://yachin-shien.gojp)をご覧ください。
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1-1-5．相談ダイヤル

家賃支援給付金コールセンター

電話番号 ：0120-653-930

受付時間 ：8:30～19:00

8月31日まで：全日対応

9月1日以降 ：平日・日曜日対応（土曜日・祝日除く）

※ 「家賃支援給付金」を装った詐欺にご注意ください。

1．家賃支援給付金とは 5
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2．申請方法の概要 ''恥“ ，獺

2-1．申請のながれ

'2-1-'~マイページの作成
①家賃支援給付金ホームページヘアクセス(https://yachin-shiengo.jp) 。

’ 凸

スマホでも

できる！
~

ドレスなどを入力してください。

ていることを確認し、 メールにし

②申請ボタンをクリックして（押下して） 、メールアドレスなどを入力し‐

③入力いただいたメールアドレス宛てにメールが届いていることを確認し、

たがって登録操作を続けてください。

④|D･パスワードを入力すると、 ［マイページ]が作成されます。

※ID･パスワードは、 どちらもマイページを利用するためのログインに必要で

す。忘れないよう、ご自身にて大切に保管してください。

※マイページでは、申請の手続、申請状況の確認、申請情報の修正をすること

ができます。

※推奨環境は以下になります。

ブラウザOS

Windows ･GoogleChrome

･MicrosoftEdge

※|nternetExplorerはいずれのバージョンも推奨環境に含まれ

ません。他のブラウザでのご利用を推奨しております。

macOS MacOSXでのSafari

Android7､0以降向けGoogleChromeAndroid

iOS12.0以降向けSafariiOS

2．申請方法の概要 7
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’ 2-1-2．マイページより申請
マイページより申請の手続をおこないます。

申請に必要な書類を添付いただき、申請フォームより申請の手続をおこなってください。

※転貸（又貸し）を目的とした取引、 自己取引や親族間取引など給付金の給付

対象とならない場合があります。

し詳細： 2-3-3．給付額の算定根拠とならない契約

i2-1-3~家賃支援給付金事務局で､申請内容を確認
家賃支援給付金事務局で、 申請内容を確認します。

※申請に不備があった場合は、家賃支援給付金事務局より申請者ご本人宛て

に、 メールとマイページヘの通知で連絡が入ります。

※申請後は、申請内容の確認状況などがマイページにて表示されます。

'2-1-4~給付通知書を発送/ご登録の口座に振り込み
家賃支援給付金事務局より、申請者ご本人および賃貸人（かしぬし） または管理業者宛

てに給付通知書を発送し、ご登録の口座に振り込みをします。

し詳細：4-2．家賃支援給付金の振り込みのお知らせ

2申請方法の概要 8



申請できる法人2-2

'2-2-1~給付の対象となる方(一般） 1/4ページ

以下のすべてにあてはまる方が対象です。

(1) 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。

ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または

間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法

人であることが必要です。

①資本金の額または出資の総額（※1）が、 10億円未満であること。

②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員

の数（※2）が2,000人以下であること。

(2) 2019年12月31日以前から事業収入（以下、売上という。 ) (X3)を得てお

り、今後も事業を継続する意思があること。

(3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響など

により （※4） 、以下のいずれかにあてはまること。

①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50％以上減っている（例1）

②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30％

以上減っている（例2）

(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益（物を直接

に利活用して利益・利便を得ること）をしていることの対価として、賃料の支払い

をおこなっていること。

惨詳細：3-4-2．入力内容

2．申請方法の概要 9



'2-2-1~給付の対象となる方(一般） 2/4ページ

※1 「基本金」を有する法人については「基本金の額」 と、一般財団法人につい

ては、 「当該法人に拠出されている財産の額」 と読みかえます。

※2 「常時使用する従業員」 とは、労働基準法第20条の規定に基づく 「解雇の予

告を必要とする者」をさします。 （パート、アルバイト、派遣社員、契約社

員、非正規社員および出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会

社役員および個人事業主は解雇の予告を必要とする者に該当しないため、

「常時使用する従業員」には該当しない。 ）

※3事業収入は、確定申告書（法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申

告害を指す。以下同じ。 ）別表一における「売上金額」欄に記載されるもの

と同様の考え方によるものとします。

※4売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが

明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給と

して厳しく対応することがあります。

2．申請方法の概要 10



'2-2-'~給付の対象となる方(一般） 3/4ページ

例1） 2020年5月の売上が、前年の同じ月 （2019年5月）の売上と比較して50％以上

減っている。
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2019年の5月の売上×0.5(50%)
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図2-2-1-1給付の対象となる売上の要件①
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'2-2-'~給付の対象となる方(一般） 4/4ページ

例2） 2020年5月から7月までの売上の合計が、前年の同じ期間

（2019年5月から7月まで）の売上の合計と比較して30％以上減っている。
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30％以上減っているかの算定式

2020年の連続する

3か月の期間の売上の合計

2019年の同じ期間の

3か月の売上の合計
×0．7（70％）＜
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30％以上減っているかの算出例
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図2-2-1-2給付の対象となる売上の要件②
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連続する3か月の売上の合計が

前年の同じ期間の合計と比較して30％以上減った
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' 2-2-2給付の対象外の方
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することがで

きません。

また、以下のいずれかにあてはまる方は、給付の対象外となります。

①国、法人税法別表第一に規定する公共法人

②風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊

営業」 、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者

③政治団体

④宗教上の組織もしくは団体

⑤①～④に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁

長官が判断する者

轆

聯

蝿

雛

蝋

‐

』

2-2-3．給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性

のある方（例外） ，/3ページ

売上の減少を確認するにあたって、給付要件にあてはまらない方でも、以下にあてはまる

方は、給付の対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる場合の申請

に比べて、申請内容の確認に時間がかかります。

※詳細は、以下の表のそれぞれの例外の詳細ページで内容をご確認ください。

2．申請方法の概要 13



2-2-3．給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性

のある方（例外） 2/3ベージ

例外(1/2） 詳細

確定申告書類の

例外

直前の事業年度の確定申告が完了していない場合

などの例外
別冊1-1．例外①

売上が減った月（または連続する3か月の最初の

月）に対応する2019年の同じ月から、 2019年12

月31日までの間に設立した法人

例えば、 2019年8月に設立し、 2020年5月 （ま

たは5～7月の3か月）に売上が減った場合は、

2019年5月 （または5～7月の3か月）の売上が

存在しないので、本特例が利用できます。

※2019年中に創業したものの、 2019年の売上が

存在しない（0円である）法人は、

2020年創業特例を利用することができます。

2019年倉|｣業特

例
別冊1-2.例外②

2020年1月1日から2020年の申請にもちいる売

上が減った月・期間までの間に、合併をおこなっ

た法人

※売上の減った月 （または連続する3か月の最初

の月）に対応する2019年の同じ月から2019

年12月31日までの間に合併した法人は、

2019年倉|｣業特例を利用することができます。

別冊1-3.例外③合併特例

連結納税特例 別冊1-4.例外④連結納税をおこなっている法人

災害の影響を受けて、本来よりも2019年の売上

などが減っており、 2018年または2019年に発行

された罹災証明書などをもつ法人

罹災（りさい）

特例
別冊1-5.例外⑤

2．申請方法の概要 14
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2-2-3．給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性

のある方（例外） 3/3ページ

例外(2/2） 詳細

2020年1月1日から2020年の申請にもちいる売

上が減った月・期間までの間に、個人事業者から

法人化した法人

※売上の減った月 （または連続する3か月の最初

の月）に対応する2019年の同じ月から2019

年12月31日までの間に法人化した法人は、

2019年創業特例を利用することができます。

別冊1-6.例外⑥法人成り特例

別冊1-7．例外の

対応⑦

NPO法人や公

益法人など特例
NPO法人および公益法人など

2020年1月1日から2020年3月31日の間に設

立した法人、

2019年中（2019年1月1日から2019年12月31

日までの間）に設立したものの、 2019年の売上が

存在しない（0円である）法人

別冊1-8．例外の

対応⑧

2020年創業特

例

2．申請方法の概要 15



給付額の算定の基礎となる契約・費用2-3.

'2-3-'~給付額の算定の基礎となる契約･費用 1/2ページ

以下の契約・費用が給付額算定の基礎となります。

対象 対象外

借契約（土地・建物） （※1）契約
催

目

へ

~

ダ

》

佳

自

一

~
ジ
~
二 売買契約

・賃料（※2）

・共益費、管理費（※3）

※5

左記以外の費用・支出（※4）費用

例）

・電気代、水道代、ガス代

・減価償却費

・保険料

・修繕費

・動産の賃借料、 リース料

・契約関連費用

（更新費、礼金、解約違約金など）

・敷金・保証金

・不動産ローン返済額

・看板設置料

・販売促進費

・テナント会費

2．申請方法の概要 16



’ 2-3-1．給付額の算定の基礎となる契約・費用 2/2ページ

※1賃貸借以外の形式により土地・建物を使用・収益する契約も給付の対象とな

る場合もありますが、確認に時間がかかることがあります。

【別冊2-5.例外⑤、別冊2-6.例外⑥】

日本国内の土地・建物に発生する賃料のみが給付額算定の対象となります。

※2地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・

収益する土地・建物の賃料が対象です。 したがって、地代も対象となり、例

えば、申請者自らの事業のために使用・収益する駐車場の地代も対象です。

賃借人（かりぬし）が借りている土地・建物の－部を第三者に転貸（又貸

し）をした場合（－部転貸の場合） 、転貸（又貸し）をせず、 自らが使用・

収益する部分については、給付の対象となります。

賃料が売上に連動する場合も給付の対象となる場合があります。

※3共益費および管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定

されている場合は、給付額算定の基礎には含まれません。

※4契約書において、賃料と、 これら以外の費用が項目ごとに区分されておら

ず、賃料として一括計上されている場合には、給付額の算定の基礎に含むこ

とがあります。

※5賃料および共益費・管理費には、消費税などを含みます。

2申請方法の概要 17



'2-3-2給付額の算定根拠となる契約期間
給付の対象となるには、以下のすべてにあてはまることが条件となります。

①2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約があること。

②申請日時点で、有効な賃貸借契約があること。

③申請日より直前3か月間の賃料の支払いの実績があること。

※2020年3月31日から申請日までの間に、引越し、再契約などをした場合、

添付する契約書などは、 2020年3月31日時点に締結していたものと、申請

日時点で有効なものの、 2種類が必要となります。 【別冊2-4.例外④】

※同期間内に、契約を更新された場合は、更新をしたことがわかる書類を添付

【別冊2-3.例外③】してください。

2‘申請方法の概要 18



'2-3-3~給付額の算定根拠とならない契約"ﾍ‐ゞ
以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても、給付の根拠とならない契

約のため、 これらの賃料は給付額の算定には用いられません。

①転貸（又貸し）を目的とした取引（※1）

②賃貸借契約の賃貸人（かしぬし） と賃借人（かりぬし）が実質的に同じ人物の取引

転貸（又貸し）を目的とした取引

賃貸借契約の賃貸人（かしぬし）

（自己取引） （※2）

賃貸借契約の賃貸人（かしぬし）

取引（親族間取引） （※3）

③ と賃借人（かりぬし）が配偶者または－親等以内の

※1賃借人（かりぬし）が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸（又貸

し）をした場合（－部転貸の場合） 、転貸（又貸し）をせず自らが使用・収

益する部分については、今回の給付の対象となります。

※2賃貸人（かしぬし）が賃借人（かりぬし）の代表取締役である場合や、賃貸

人（かしぬし）が賃借人（かりぬし）の議決権の過半数を有している場合な

どの会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合をさします。

詳しくは給付規程をご覧ください。

※3賃貸人（かしぬし） と賃借人（かりぬし）が夫婦や親子である場合などをさ

します。

2．申請方法の概要 19



2-3-3．給付額の算定根拠とならない契約2/3ﾍｰｼﾞ

①転貸(又貸し）を目的とした取引

’
可h

」

島貫貫入《かし"’
十’

不動産の賃貸

叫
熱
④ (目賃貸借契約書｝

｜↓

目賃貸借契約書

事務局

同雲 Ｆ
Ｌ ’風豐傭人‘かり鱒い

午’

不動産の賃貸

FEW
鋼
④ I ）ヨ賃貸借契約書

|↓
ｒ
Ｌ

４

高第三ゞ
※賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物を全て第三者に転貸(又貸し）

をした場合は､今回の給付の対象になりません。

ただし､賃借人(かりぬし)が借りている土地，建物の－部を第三者に転貸

（又貸し）した場合(－部転貸の場合)､転貸(又貸し)をせず自らが使用収益

する部分については､今回の給付の対象となります。

図2－3－31給付の算定根拠とならない契約の例①
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’ 2-3-3．給付額の算定根拠とならない契約3/3ﾍｰｼﾞ

②賃貸借契約の賃貸人(かしぬし）と賃借人(かりぬし）が実質的に

同じ人物の取引（自己取引）

I

午’I

D

I 伯
』
熱
④

目 ヨ
功産の篶

叫

賃貸借契約書

同じ人物
不動産の賃貸

Q

I

l

事務局

閂雲
…

※賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の代表取締役である場合や､賃貸人

（かしぬし)が賃借人(かりぬし)の議決権の過半数を有している場合などの

会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合､対象になりません。

図2－3－32給付の算定根拠とならない契約の例②

③賃貸借契約の賃貸人(かしぬし）と賃借人(かりぬし)が配偶者

または一親等以内の取引(親族間取引）

ノト’Ⅱ
■
Ⅱ
』
■

Ｆ

蝿

‐

」

戸

し

勢
④

不動産の賃貸

I 四
■

日

日

■

■

事務局

同雪
可

」

※賃貸人(かしぬし）と賃借人(かりぬし)が夫婦や親子である場合､対象と

なりません。また､会社同士が親会社・子会社の関係にある場合のほか、

会社の社長などが親族関係にある場合なども対象となりません。

図2－3－33給付の算定根拠とならない契約の例③
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賃貸人

(かしぬし）

会社名例：鈴木商事

(社長例：鈴木太郎）

貸借人

(かりぬし）

会社名例：ベルウッド産業

(社長例：鈴木太郎）

賃貸人

(かしぬし）

会社名例：鈴木商事

(社長例：鈴木太郎）

貸借人

(かりぬし）

会社名例：ベルウッド産業

(社長例：鈴木花子）

目賃貸借契約書
親族関係または

親子会社の関係



' 2-3-4~給付に必要な書類が準備できない場合
必要な契約書等の書類が準備できない場合であっても、以下にあてはまる方は、給付の

対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる申請に比べて、確認に

時間がかかります。

詳細は、以下の表の例外の詳細にてご確認ください。

例外 詳細

賃貸借契約言上の賃貸人（かしぬし）の名義と現在の賃貸人（か

しぬし）の名義が異なる場合
別冊2-1．例外①

申請者が賃貸借契約吉の賃借人（かりぬし）などの名義と異なる

場合
別冊2-2.例外②

2020年3月31日時点と申請日時点において、契約が有効である

のに、契約書を見てもわからない場合
別冊2-3‘例外③

2020年3月31日から申請日までの間に、引越しなどにより、新

たな契約を締結した場合
別冊2-4"例外④

土地・建物を賃貸借ではない形態で利用していて、業界団体など
L

によるガイドラインがある場合
別冊2-5.例外⑤

土地・建物を賃貸借ではない形態で利用していて、業界団体など

によるガイドラインもない場合
別冊2-6.例外⑥

契約書が存在しない場合 別冊2-7.例外⑦

申請日の3か月前までの期間の賃料の支払い実績を証明する書類

が存在しない場合
別冊2-8.例外③

申請日の3か月前までの期間に、賃貸人（かしぬし）から賃料の

支払いの免除などを受けている場合
別冊2-9.例外⑨

2．申請方法の概要 22



給付額の算定方法2－4．
~

給付額

下図の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額（上限100万円）の6倍、

最大600万円を受給することができます。

月額の給付金の算定方法

支払い賃料

など 給付額

支払い賃料など×給付率2/3① 75万円

以下
h…一

75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円）② 75万円を

超える
十

支払い賃料などのうち75万円を超える金額×給付率1/3
■■■■■■

※ただし､100万円（月額）が上限

(月額）給付額

100万

ノ

円

50万 田

払い賃料

(月額）0

図2-4-1-1給付金（月額）の考え方
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'2-4-2 給付額の算定方法 1/3ページ

給付額は、 申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。

給付額の上限は月額100万円となります。

例）

給付金の申請を8月10日におこなった場合において、 7月11日から8月10日までに、

賃料として支払った金額をもとに算定します。

’ ｜賃料支払い
▼

〉
7/11 8/10

ロ ■

■ ■

:----.---------‐ 1か月以内一-------------･･ ：

※申請日が8月10日の場合､算定の基準となる対象の期間は

7月11日から8月10日となります。

図2-4-2-1給付額の算定の基礎となる賃料

①申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合

賃料の2/3を6倍した金額を給付します。 ［図2－4－22給付額の算定例①］

②申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円を超える場合

賃料の上限75万円の2/3 （50万円）を6倍した金額（300万円） と、支払った賃料

のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付します。

ただし、給付額は最大で600万円となります。 ［図2－4－23給付額の算定例②］
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'2-4-2 給付額の算定方法 2/3ページ

(例)申請日が8月10日で､8月分の支払いが完了している場合

（支払い賃料が75万円以下）

’
2020年

賃料(万円）

' 1月12月:3月:4月
l i ; ;

1 20 120 : 20 : 20

:5月：6月：7月：8月：9月:10月:11月:12月
■ ■ ■ ■ T ■ ■ ■

ロ B ﾛ ﾛ 、 ロ ﾛ ロ

: 20 ：20 ： 20 ： 20 ： 20 ： 20 ： 20： 20

耐豪碩釦対象

支払い賃料75万円以下の分
－

{ 賃料20万R}賃料20万円 ×2/3×6＝80万円
一

‘給付；

80万

額円

＜ 月 十8

支払い賃料賃料75万円を超える分

{ ｡" l ×里×6=0P]0円
、

▲
ｒ
ｒ
・
ｇ
５
ｉ
ｒ
…
師
４
１
１
‐
●
Ｌ

「
鈩
附
４

賃料が7'5万円を超えないため、 ”

0円として計算
~~~~

図2－4－22給付額の算定例①

(例)申請日が8月10日で､8月分の支払いが完了している場合

（支払い賃料が75万円を超える）

’ ~
2020年

賃料(万円）

1月1 2月13月I4月: 5月I 6月:7月I8月I9月:10月111月;12月
ﾛ ﾛ D B ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ

D g B E U Q Q Q n B ■

90190190190190190 : 90 1 90190 : 90I90 : 90
1

1

｢砺砺釦対象

支払い賃料75万円以下の分
一

| 上臓額75万円 I上限額75万円 ×2/3×6＝300万円
■■■■■■■

＜ 月 十
支払い賃料75万円を超える分

8

|'｡万円-75万円190万円－75万円 ×1/3×6＝30万円
■■■■■■■■

L

▲

ｒ
‐
摂
り
Ｌ

『
‐
巾
６
９
５
抄
、
ｊ
４

賃料90万円が､75万円を超えるため、

15万円として計算ｱ

万円を

円と

図2-4-2-3給付額の算定例②
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12-4-2給付額の算定方法 3/3ページ

※複数の土地・建物を借りている場合、全ての賃料を合計した総額が、算定の

基礎となる賃料となります。

※複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、申請日の直前の支払いを

1か月分に平均した金額を算定の基礎とします。

※2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合は、 2020年3月31日時点

で有効な賃貸借契約害に記載されている1か月分の金額と比較し、低い金額

を給付額の算定の基礎とします。

※賃料が売上額に連動している場合など、月ごとに変動する場合は、申請日の

直前に1か月分として支払った賃料の金額と、2020年3月に賃料として支払

った金額を比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。

(例)2020年4月から賃料が安くなった場合
I■■■■■■ 一

唖2020年

月 ’ 1月 ’ 2月1 3月:4月i 5月| 6月1 7月i 8月

賃料(万円) | 40 1 46146130 1 30 i 3Oi30"
▲

鱸 ” 蝿 磯搦

この金額を算定の対象とする
ｒ
観
」 I

図2-4-2-4給付額の算定例③

(例)2020年4月から賃料が高くなった場合
■■■■■■ ■■■■■■

暉2020年

1 1月’ 2月’ 3月’ 4月1 5月i 6月| 7月| 8月

i 30i30 1星~30 140 i40 : 40140 140

月

賃料(万円）

▲
鐘

この金額を算定の対象とする

Ｆ

曙

》

Ｌ

可
‐
削
艸
‐
４藩識識職溺聯雛蝿湘鮒芯辮戦≠~

図2－4－25給付額の算定例④~
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2-4-3~給付申請のﾀｲﾐﾝｸﾞ
要件にあてはまる申請者は、申請の期間中のどの月においても申請をおこなうことがで

きます。直前で支払いの猶予（ゆうよ）を受けている月や値下げまたは免除を受けてい

る時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準

で賃料を支払い、申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受けとるこ

とができます。

即

削

３

2-4-4.地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けてい

る場合,/3ページ

申請者が、地方公共団体から賃料にあてるための支援金（※）を受給している場合や、

これから受給することが決定している場合、家賃支援給付金が減額される可能性があり

ます。

※地方公共団体から賃料にあてるための支援金（以下「地方公共団体から給付

される家賃支援金」 という） とは、家賃支援給付金の申請日以降の6か月間

の賃料の支援のため、すでに給付された金額や、 これから給付されることが

決定している金額の総額をさします。

（例：中小企業等家賃支援給付金、中小企業等賃料補助金など）
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司

溌

ｈ

ｕ

2-4-4．地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けてい

る場合2/3ページ

減額となる場合

家賃支援給付金の給付予定額と上記の地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が、

申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、家賃支援給付金の給付予定額

から超過分が減額されます。

1か月分の賃料を6倍した金額く本給付金の算定額十地方公共団体から給付される家賃

支援金の金額

| ，熟" ’
賃料を

6倍した金額

L
|≦繊撰｡’

地方公共団体から

給付される家賃支援金

本給付金の

算定額

本給付金の

算定額
L

I~

下＜

、

０

０

０

０

０

１

《

６

１

１

１

１

夕

額

一

る

ｊ

』

、

】

え

Ｌ

｝

一
円
超
な
一

一

万

を

れ

一

一
加
鑛
舵
一

細

飴

一

一

径

冥

《

ヂ

、

ｆ

ｌ

Ｏ

１

０

１

０

０

１

０

ｉ

、80万円

家賃支援給付金の

算出額(計算額）

可

60万円

家賃支援給付金の

警､‐算定額少120万円

賃料の6倍
』可

60万円

地方公共団体から

給付される家賃支援金

60万円

地方公共団体から

給付される家賃支援金

図2-4-4-1地方公共団体から家賃支援を受けている場合①
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2-4-4．地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けてい

る場合3/3ページ

減額とならない場合

1か月分の賃料を6倍した金額

支援金の金額

本給付金の算定額十地方公共団体から給付される家賃≧

|…率議’本給付金の算定額"躯≦
賃料を

6倍した金額 |鵜繍碧蝋
地方公共団体から

給付される家賃支援金

＞
二＝＝ ＋

且

80万円

家賃支援給付金の

算出額(計算額）

80万円

家賃支援給付金の

算定額

120万円

賃料の6倍 少
可

20万円

地方公共団体から

給付される家賃支援金

20万円

地方公共団体から

給付される家賃支援金

図2-4-4-2地方公共団体から家賃支援を受けている場合②
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3．申請方法の詳細
蝿

い

出

穂

綴

3-1．入力内容・添付書類についての注意
一癖曲､

3-1-1． 洋一申請にあたっての忌,/2ページ

申請にあたり、必須事項の入力および書類の添付が必要となります。

入力内容・添付書類についての注意

入力の内容に誤りがある場合や添付書類に不備がある場合、内容の確認など

時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。

添付いただいた画像の内容が明瞭に読めない場合は、内容の確認ができない

ため、給付ができません。

●

●

添付書類について

添付書類の保存形式は、 PDF･ ｣PG･JPEG･PNGでお願いします。

画像の容呈は1ファイル10MBまでとなります。

各書類は1書類につき1ファイルまで添付できます。書類が複数ページにわたる場合

は、全ページを1つのPDFファイルに出力して添付してください。

パスワードで保護されているファイルは受付できません。

よく発生する不備事例もご確認の上で申請してください。

●

●

●

「
Ｊ

ｒ
Ｌ

【p
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3-1-1．申請にあたっての注意 2/2ページ

iPhone･iPadをご利用の方へのご注意（撮影時のご注意事項）

iOSではiOS11以降、画像の標準ファイル形式が「｣PEG」から「HEIF」に変

更されています。最新OSバージョンで写真撮影した場合、 「HEIF」で写真が

保存されますが、 「HEIF」形式のデータを電子申請に添付することはできませ

ん。以下のいずれかの方法で設定を変更してから撮影・添付をしてください。

設定方法①

iPhone/iPad設定＞カメラ＞フォーマットより、 カメラ撮影を「互換性優先」

｢｣PEG」で保存され、電子申に変更してから、添付書類を撮影してください。

請に添付することが可能となります。

設定方法②

iPhone/iPad設定＞カメラ＞設定を保持より、

に変更してから、添付書類を撮影してください。

請に添付することが可能となります。

｢LivePhotos」モードをオフ

｢｣PEG」で保存され、電子申

3． 申請方法の詳細 32



'3-1-2書類の添付にあたってよく発生する不備事例

①添付するファイルにパスワードが設定されている。

②画像がぼやけて'|胄報を読むことができない。

③撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲から見切れている。

－部しかうつっていない。

④申請している法人とは、別の法人などの書類が添付されている。

B社の
書類

鰯鰯鰯 IJIJ

A社の
申請

①パスワードが

設定されている ②ぼやけている ③見切れている ④別の法人の書類

図3－1－21書類の添付のよく発生する不備
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3-2．宣誓
軸 岬 咄 拙 峨拙 …鮒H刑職

' 3-2-'~宣誓項目 1/3ページ

申請者は、給付金を受給するにあたり、申請画面において以下の内容について宣誓いただ

きます。

あわせて、所定の様式による自署の誓約書の添付も必要となります。様式は、家賃支援給

付金ホームページ（資料ダウンロード）から入手してください。

図申請者は、家賃支援給付金を受給後も、事業を継続する意思があること。

因申請者は、給付対象条件を満たしていること。

図申請者は、賃貸借契約などに基づいて、 自ら営む事業のために他人の所有する土地ま

たは建物を使用および収益していること。

図申請者は、申請に係る土地または建物を他者に転貸（又貸し） していないこと。 （※1）

図申請者は、申請に係る土地または建物が転貸を制限する条項に違反していることを、

契約時に認識していなかったこと。 （※2）

図申請者は、法律上の原因なくまたは違法に土地または建物を使用および収益していな

いこと。

図申請者は、申請に係る土地または建物に関し、 自己取引および親族間取引をおこなっ

ていないこと。

回必須入力事項や証拠書類などの内容が虚偽でないこと。

図申請者は、過去、家賃支援給付金の給付通知を受け取った者でないこと。

図申請者は、不給付要件に該当しないこと。

図申請者は、事務局および中小企業庁長官の委任した者がおこなう、関係書類の提出指

導、事情聴取、立ち入り検査などの調査に応じること。

図申請者は、不正受給（※3）が判明した場合には、規程にしたがい給付金の返還など

をおこなうこと。

回申請者は、暴力団排除に関する誓約事項に同意すること。

図申請者は、給付金の申請および給付に関する'|胄報が、本事業の適切な執行を含む正当

な理由において、警察その他の行政機関に共有される場合があることに同意するこ

と。

図申請者は、家賃支援給付金給付規程（中小法人等向け）に従うこと。

3．申請方法の詳細 34



巷
一
一
一
巨 約

奉
言

今般の家賃支援給{､j金の申請にあたり、以下の事項を含め、給付規程に従っていることを、誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、 当方が不利椎を被ることとなっても、異議は

一切申し立てません。

1 .申請者は、家賃支援給付金を受給後も、事業を継続する意思があること

2.申請者は、給付対象条件を満たしていること

3． 卜|]詰者は、賃貸借契約等に基づいて、 自ら営む事業のために他人の所有する土地又は建物を使用及び収益

していること

4.申請者は、 申請に係る士地又は建物を他者に転貸していないこと

5． 申請者は、申請に係る土地又は建物が転貸を制限する条項に違反していることを、契約時に認識していな

かったこと。

6.申請者は、法律上の原因なく又は違法に土地又は建物を使用及び収益していないこと

7.申請者は、 申請に係る土地又は建物に関し、 自己取引及び親族間取引を行っていないこと

8.必須入力事項や提出書類等の内容が虚偽でないこと

9.申請者は、過去、家賃支援給付金の給付通知を受け取った者でないこと

10.申請者は、不給付要件に該当しないこと

11.申請者は、事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等

の調査に応じること

12.申請者は、不正受給が判明した場合には、規程に従い給付金の返還等を行うこと

13.申請者は､暴力団排除に関する誓約事項に同意すること

14.申請者は、給付金の申請及び給付に関する情報が、木事業の適切な執行を含む正当な理由において、警察

その他の行政機関に共有される場合があることに同意すること

l5.申請者は、家賃支援給付金給付規程に従うこと

令和 年 月 日

(あて先）家賃支援給付金事務局殿

住 所

名 称

代表者名（自署）

図3－2－1 1誓約書~
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I 宣誓項目3-2-1. 3/3ページ

※1 「申請者は、申請に係る土地または建物を他者に転貸（又貸し） していな

いこと」 とは、以下のいずれかを意味します。

①申請に係る土地または建物の全部を他者に転貸（又貸し） していないこ

と。

②土地または建物の－部を転貸（又貸し） している場合には、当該転貸部

分に係る賃料を除いて申請すること。

※2 「申請に係る土地または建物が転貸を制限する条項に違反していること」

とは、以下を意味します。

①申請に係る土地または建物が、転貸（又貸し） されたものであること。

（転貸（又貸し） ：賃貸人（かしぬし）が第三者から借りた土地または

建物を、 さらに申請者に貸していること）

②その土地または建物について、 a~転貸（又貸し）の禁止や、 b.転貸

（又貸し）に際して第三者の許可を得ることなどの制限が設けられてお

り、申請者への転貸（又貸し）が、 この禁止や制限に反しておこなわれ

ていたこと。

また、 「…違反していることを、契約時に認識していなかったこと」

とは、上記①②を、契約時に知っていなかったことを意味します。

※3 「不正受給」 とは、以下を意味します。

偽りその他不正の行為（詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法（明治40年法律第

45号）各本条に規定するものをいう。 ）のほか、刑法上の犯罪を構成する

に至らない場合であっても、故意に基本情報などに虚偽の記入をおこない

または偽りの証明をおこなうことより、本来受けることができない給付金

を受け、または受けようとすることなど。

例えば、申請時に廃業することが確定していたにもかかわらず、 「事業を

継続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったもの

として、不正受給に当たる可能性があります。
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'3-2-2暴力団排除に関する誓約事項
申請者は、給付金を受給するにあたり、以下の内容について誓約いただきます。

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、給付金の給付の申請か

ら、給付金の受給後においても、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたしま

す。 この誓約が虚偽であり、 またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益を

被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

－法人など（個人、法人または団体をいう。 ）が、暴力団（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。 ）であるときまたは法人などの役員など（個人である場合はその者、法人

である場合は役員、団体である場合は代表者、理事など、その他経営に実質的

に関与している者をいう。以下同じ。 ）が、暴力団員（同法第2条第6号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。 ）であるとき。

二役員などが、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている

とき。

三役員などが、暴力団または暴力団員に対して、資金などを供給し、 または便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与しているとき。

四役員などが、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非

難されるべき関係を有しているとき。
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3-3．基本情報

申請者の'|冑報を入力いただきます。

入力いただく項目

●法人基本情報

法人番号、法人名、法人区分、法人住所、書類送付先

●業種

日本標準産業分類による大分類、中分類

●設立年月日 （開業日）

●決算月

●資本金額・出資金額

資本金の額または出資の総額

●従業員数

常時使用する従業員数

●代表者情報

代表者役職代表者氏名、代表者氏名（フリガナ） 、代表者生年月日、

電話番号

●担当者情報

担当者氏名、担当者電話番号

性別、 代表

※入力いただく法人名と添付された確定申告害に記載された法人名が一致しな

い場合は、その理由を入力してください。

※入力いただく法人名または代表者名と添付された銀行口座の名義が一致して

いない場合は、その理由を入力してください。
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3-4．売上情報

'3-4-1~給付の対象となる売上
2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などによ

り、以下のいずれかにあてはまることが必要です。

①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50％以上減っている。

②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の合計と比較して30％以上減ってい

る。

このため、以下の'|胄報および書類が必要となります。

※売上が前年同月比で50％以上減った月または連続する3か月の売上の合計が

前年同期比で30％減った期間における売上については、新型コロナウイルス

感染症対策として国・地方公共団体から事業継続を支援することを目的とし

て支給される協力金など（持続化給付金を含む）の現金給付を除いて算定す

ることができます。

※売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが

明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給と

して厳しく対応することがあります。

伝詳細： 2-2-1給付の対象となる方（一般）
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13-4-2入力内容
申請に必要な以下の売上の!|胄報を入力してください。

申請にもちいる売上が減った月

申請にもちいる売上が減った月

申請にもちいる売上が減った月

理由

売上が減った月・期間と比較す･期間と比較す

･期間

･期間の売上

･期間の最終月の月間売上が0円であった場合の

●

●

1】

る前年の同じ月
ｌ
ｒ
ｌ

一
雨
坐

の間期
●
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'3-4-3~ 添付書類 1/6ページ

申請にもちいる売上を確認するため、以下すべての書類を添付してください。

(3）はe-Taxにて申告をおこなっている場合のみ添付してください。

／･1、

（上ノ 売上が減った月・期間の前年度売上が属するすべての事業年度分の

確定申告害別表一の控え（1枚） ［図3-4-3-1］ （※1）

法人事業概況説明書の控え（両面） ［図3-4-3-1］ （※1）

受信通知（1枚） ［図3-4-3-2］ （※2）

申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など[図3-4-3-3］ （※3）

ｊ

ｊ

ｊ

２

３

４

く

ｌ

ｌ

（1） （2） ともに、申請にもちいる売上が減った月・期間と比較するすべて

の事業年度（売上が減った月・期間の前年度売上が属するすべての事業年

度）のものを、添付してください。なお、申請にもちいる売上が減った期間

が複数事業年度にまたがる場合は、それぞれ比較する事業年度の確定申告書

類を添付してください。

・ 確定申告害別表一の控えには、収受日付印の押印、または電子申告の日

時・受付番号が記載されていることをご確認ください。 ［図3－4－34］

・ 収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号の記載がない場合

は、 【別冊1-1.例外①】にて、売上げの減少要件に関わる添付書類を

ご確認ください。

※1
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I 添付書類3－4－3． 2/6ページ

e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ、追加で「その他の必要な書

類」に添付してください。

・ 確定申告害別表一の控えに、収受日付印の押印、 または電子申告の日

時・受付番号の記載がされている場合には、 「受信通知」の添付は必

要ありません。

。 「受信通知」 とは、

①申告者の氏名または名称

②提出先税務署

③受付日時

④受付番号および申告した税目

などが表示された、 「申告等内容」が税務署に到達したことを確認できる

「メール詳細」の画像データをいいます。

・ 申請にもちいる売上が減った月・期間と比較するすべての事業年度

（売上が減った月・期間の前年度売上が属するすべての事業年度）

のものを添付してください。

なお、申請にもちいる売上が減った月・期間が複数事業年度にまた

がる場合は、それぞれ比較する事業年度の確定申告書類を添付して

※2

ください。
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添付書類3-4-3. 3/6ページ

※3申請にもちいる売上が減った月・期間（2020年）の売上がわかる以下の

ような売上台帳などを添付してください。 （様式の指定はありません。 ）

経理ソフトから抽出した売上データ

表計算ソフト （エクセルなど）で作成した売上のデータ

手書きの売上台帳のコピー

売上が減った月・期間の売上がわかる法人事業概況説明など

書類の名称が「売上台帳」でなくても添付いただくことができますが、

売上台帳帳面、その他、確定申告の基礎となる書類が条件となりま

す。

2020年■月と明確に記載されていることをご確認ください。

申請にもちいる売上が減った月・期間の売上であることがわかるよう

に、申請にもちいる売上が減った月・期間が記載されている箇所に下線

を引く ・枠で囲むなどはっきりわかるように表記してください。

●

●

●

「
Ｊ

Ｆ
Ｌ

●

●

、
ｄ

Ｆ
Ｌ
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受信通知（1枚）
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受付システム

ログイン中

メール詳細

埋圃されたデータを受け付け座したG
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I申告等内容
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13-4-3 添付書類 5/6ページ

経理ソフトから抽出した売上データ
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' 3-4-4売上情報に関する注意．よくある不備

添付書類に不備がある場合、内容の確認などに時間を要するため、給付までに通常よ

も大幅に時間を要します。また、給付金の給付ができない場合がありますので、申諾

手続の前に、以下に掲げるような不備がないかをご確認ください。

常より

申請の

確定申告書における不備

①確定申告害別表一ではなく、消費税の確定申告害が添付されている。

②該当する年度のものではない古い確定申告書が添付されている。

③申請画面で入力した売上と、確定申告害に記載されている売上が異なる。

④法人事業概況説明書の1枚目に売上の記載がない。

⑤法人事業概況説明書の2枚目に月別の売上の記載がない。

⑥確定申告吉別表一の控えの収受日付印がない。

⑦e-Taxの受信通知が添付されていない。

※④～⑦について、記載や印のある書類の提出や通知の添付がどうしても困難

な場合、代替措置が認められる可能性があります。

し詳細： 3-4-3．添付書類

売上台帳における不備

①売上台帳の売上と、入力した売上が一致しない。

②売上台帳の月・期間と、入力時に選択した月・期間が一致しない。

③売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書などを添付している。

④今年の売上台帳ではなく、昨年の売上台帳を添付している。

⑤添付された売上台帳に記載されている月が対象期間外になっている。 （今年ではない、

申請日よりも未来の月など。 ）
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賃貸借契約情報3-5.

13-5-1~給付額の算定の基礎となる契約･費用1/2'､:-Sj
以下の契約・費用が給付額算定の基礎となります。

し詳細： 2-2．申請できる法人

対象外対象

･賃貸借契約（土地・建物） （※1） 売買契約契約

・賃料（※2）

・共益費管理費（※3）

※5

左記以外の費用・支出（※4）費用

例）

・電気代、水道代、ガス代

・減価償却費

・保険料

・修繕費

・動産の賃借料、 リース料

・契約関連費用

（更新費、礼金、解約違約金など）

・敷金・保証金

・不動産ローン返済額

・看板設置料

・販売促進費

・テナント会費
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3-5-1．給付額の算定の基礎となる契約・費用 2/2ページ

※1賃貸借以外の形式により土地・建物を使用・収益する契約も給付の対象とな

る場合もありますが、確認に時間がかかることがあります。

【別冊2-5.例外⑤、別冊2-6.例外⑥】

日本国内の土地・建物に発生する賃料のみが給付額算定の対象となります。

※2地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・

収益する土地・建物の賃料が対象です。 したがって、地代も対象となり、例

えば、申請者自らの事業のために使用・収益する駐車場の地代も対象です。

賃借人（かりぬし）が借りている土地・建物の－部を第三者に転貸（又貸

し）をした場合（－部転貸の場合） 、転貸（又貸し）をせず、 自らが使用・

収益する部分については、給付の対象となります。

賃料が売上に連動する場合も給付の対象となる場合があります。

※3共益費および管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定

されている場合は、給付額算定の基礎には含まれません。

※4契約書において、賃料と、 これら以外の費用が項目ごとに区分されておら

ず、賃料として一括計上されている場合には、給付額の算定の基礎に含むこ

とがあります。

※5賃料および共益費・管理費には、消費税などを含みます。

惨詳細：別冊2．給付に必要な書類が準備出来ない場合
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！ 3-5-2．入力内容
給付額の算定のための賃料の情報として、以下の内容を入力してください。なお、複数

の土地または建物を借りている場合など複数の賃貸借契約に基づく賃料を、給付額の算

定の基礎の金額としてもちいるには、契約ごとに情報を入力する必要があります。

入力いただく主な内容は以下のとおりです。

（1）賃貸人（かしぬし） '|冑報（氏名／法人名、住所、電話番号） （※1）

（2）管理会社（賃貸人に代わって賃料の受領を行う者）がいる場合、管理会社の‘|胄報

（法人名、住所、電話番号）

（3）賃借人（かりぬし）情報（氏名／法人名、住所） （※2）

（4） （大元の契約における）契約締結日

（5）契約期間

（6）契約上の賃料、共益費および管理費（税込み）

（7）物件の!'胄報（住所など）

（8）実際に直前1か月以内に支払った賃料（税込み）

（9） 申請時点から6か月以内の分として、地方公共団体から家賃にかかわる支援を受け

るか（受ける場合は、金額を記載）

※1円滑な賃料の支払いのために、給付が確定した旨を、申請者に加え、賃貸人

（かしぬし）または管理会社にも連絡させていただくために記入いただくも

のです。

※2賃借人（かりぬし）は、原則として申請者と同じ方となります（異なる場合

は、 【別冊2-2~例外②】 ） 。
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13-5-3 添付書類 1/4ページ

入力した情報を裏付ける書類として、以下の書類を添付してください。

（1）賃貸借契約書の写し[図3－5－32賃貸借契約害］ （※1）

（2）直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類[図3－5－33支直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類[図3-5-3-3支払い実績など］

（※2）

・ 銀行通帳の表紙の写しおよび支払い実績が分かる部分の写し （3か月分）

・ 銀行取引明細書（振込明細書）

・ 賃貸人（かしぬし）からの領収書

・ 所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書

※1添付する契約書は、申請者ご自身の名義で契約されていること、 2020年3

月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要です。 このいずれか

を満たさずとも、以下の例外によって申請することができる場合があります

が、通常よりも確認に時間を要することがあります。名義が異なる場合は、

追加の書類を添付することにより、例外的に申請が認められる場合がありま

す。

【別冊2-2.例外②】

契約を更新している場合や、引越しなどにより3月31日と申請日とで異な

る契約が締結されている場合も、追加の書類を添付することにより、例外的

に申請が認められる場合があります。

【別冊2-3.例外③、別冊2-4.例外④】

また、そもそも賃貸借契約書の写しをお持ちでない場合でも、かわりの書類

を添付することにより、例外的に申請が認められる場合があります。

【別冊2-7．例外⑦】
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’ 添付書類3－5－3． 2/4ページ

※2電子通帳や当座口座などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳などの画

面の画像を添付してください。

該当する振込がわかるよう対象箇所に印をつけてください。

口座名義人・振込先・振込日付・振込金額がわかるようにスキャンまたは撮影

してください。

支払の実績を証明する資料が添付できない場合は、追

とにより、例外的に申請が認められる場合があります。

追加の書類を添付するこ

【別冊2－8‘例外⑧】
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§
＃ 添付害類3-5-3. 3/4ページ

鱈賃借契約雪賃貸借契約

2020年2月1日

貸主給付花子(以下｢甲｣とい

輪瀧湾”家賃（以下｢乙」という）は下記

賃貸借契約を締結しました。

碑貸主(甲)厩-濤P

‘主《乙嘔蕊善圃
1．物件情報

名称

所在

XXXXXX

屋京都恥匡○○町X-X-X P
賃貸借期間

函年2月から2021年2月までの］
2．

3．賃料・支払時期

|項目 ｜金額 支払時期等

XXXXXX円

円

円

円

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ 円

円

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

図3－5－32賃貸借契約害

①賃貸借契約であることが確認できる箇所に印をつける

②土地・建物の契約であることが確認できる箇所に印を

③押印されていることを確認する。ただし署名があれは

④賃貸人（かしぬし）が現在の賃貸人と同じであること

⑤賃借人（かりぬし）が申請者ご自身の名義であること

⑥対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつけ

⑦2020年3月31日と申請日時点の両方で有効な契約て

⑧申請する該当費用（賃料、共益費・管理費）に印をつ

※賃貸借契約害のすべてのページを添付してください。

土地・建物の契約であることが確認できる箇所に印をつける

押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は不要

賃貸人（かしぬし）が現在の賃貸人と同じであることを確認し、賃貸人（かしぬし）が現在の賃貸人と同じであることを確認し、 印をつける

賃借人（かりぬし）が申請者ご自身の名義であることを確認し、印をつける

対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつける

2020年3月31日と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認し、 EI2020年3月31日と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認し、印をつける

申請する該当費用（賃料、共益費・管理費）に印をつける

賃貸借契約害のすべてのページを添付してください。上記に当てはまらない契約書で

も、例外的に申請できる場合があります。 【別冊2】
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添付害類 4/4ページ

通帳の表面 通帳の記帳面

’ ’ 年月日 適用お支払いお預り 差引翻高

1 19-04-01振替 ＊12.391.212

219-04-05振込傘100,000 、12.291.212

319-04-07現金＊78，000 、12.213.212

4 19-04-10 率99,762 ＊12,113,450

5 19－04－18振替 心20,000 寧12.093,450

619-04-20振込100,000 傘11,993,450

（ 十~~~

¥

繍驚蕊蝋

ABC銀行
鍵

へ
可

1 19-05-02振替 動11.692.320

Ｆ
Ｌ

~

~

口座名義人・振込先が

わかるようにすること

電子通帳画面コピー
支払い日、支払い金額に加え

口座名義人､振り込み先にも

印をつけることＩ

入出金明細照会

、
４

｜
’

’

１

’

〈

図3－5－33支払い実績など
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普通預金通帳…繍蝋

'45‘047, 織謹会社OOOO様

’
■行

支広

○○○○ギンコウ

シンジユク

科目

ロ庫名

昏遇

カブｼｷｶｲｼｬOOOO

幽全合計

入金合計

100‘000円

400．000円

取引前残高

取引後残高

31，920．000円

32.120,000円

19/4J27

WWl

100‘000

｡U･UUU

現金

現金

不猷産 詳亜

詳細



3-6.口座情報

入力内容

家賃支援給付金の振込先となる口座|胄報です。以下の内容を入力してください。

・金融機関名

・金融機関コード

・支店名

・支店コード

・種別（普通・当座）

・ 口座番号

・ 口座名義人

'3-6-2 添付書類 1/2ページ

給付金の振り込みをする口座情報として、以下の書類を添付してください。

(1) 法人名義の通帳の表紙（法人の代表者名義も可）

(2) 法人名義の通帳をひらいた1 ．2ページ目の両方

※通帳の口座名義と申請者が一致している必要があります。

※電子通帳などで､紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の金融機関名、※電子通帳などで､紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の金融機関名、支店名、

口座種別、口座番号、名義人が表示されている画面などを画像として添付して

ください。

※同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳などの画像を添付して

ください。

※金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人がわかるよ

うにスキャンまたは撮影してください。

※口座情報が1つでも確認できない場合は、振込ができず、給付ができません。
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~' 3-6-2添付書類,’2ﾍ-，

通帳を開いた1．2ページ目通帳の表紙

I総合口座
檸
唖
零
齪
珊
嘩
郵
葡 ’普通預金通帳Ⅷi4，鱗

鱒

＋様！4560479 株式会社○○○○ ABC銀行

直行ｺｰﾄﾆ12エ

、由晦名EC･文匡

哩鷲

-や ＊鍔 鴨 諦晶舟辮鱗

ABC銀行

口座名義と申請者が一致している

こと、口座名義人・振込先がわかる

ようにスキャンまたは撮影すること

電子通帳画面コピー

’ 鱗織蠅
欝繍

’
~
~
~
~
~

』

2020年1月1日

口座情報

株式会社○○○○ 様

〈

’ ’
ABC銀行

図3－6－21口座情報~
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カブｼｷｶｲｼｬ○○○○サマ

［二目二丁~三回

お取引宙

店審号

預金亜廟

ロ皮骨号

預金厘函



申請のガイダンス(原則）

IF
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家賃支援給付金とは
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申請方法の概要
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恥抑}

繍蝋

4.J申請後のながれ "雛

綱
坤

紳翻A岬唖 ~ ~ ~ ~~

14-'~ﾏｲﾍｰｼ上の情報の確認
申請に不備があった場合は、家賃支援給付金事務局より申請者ご本人宛てに、メールと

マイページヘの通知で連絡が入ります。不備の内容をご確認いただき、入力した内容の

修正や必要となる書類の添付などをマイページ上でおこなっていただき、再度提出をお

願いいたします。

なお、申請後は、申請内容の確認状況などが表示されます。
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14-2家賃支援給付金の振り込みのお知らせ 1/2ページ

家賃支援給付金事務局は、申請の確認を完了し、家賃支援給付金の振り込みを決定した

後に、登録いただいた住所宛てに、家賃支援給付金の振り込みのお知らせを送付すると

ともに、振り込みをおこないます。

更に、登録いただいた賃貸人（かしぬし） または管理業者の方宛てに、 申請者に対して

給付金を振り込む旨、お知らせを送付します。

郵便ハガキ

/塞墨胃、 毎

蝿

蹴

鰕

霧
癖
鍛
峠
鱸

鶏

癖

撤

蕊
壷
識
ゞ
『
尋
偏
仙
凹
轆

~
琴

家賃支援給付金の振込のお知らせ

料金後納
、郵便ノ

家貨支援給付金について､下配のとおり給付金の撮込

を行いますので､お知らせします。

記100-0000
東京鄙中主区丸の内o丁目o－oooOピル3o5号室

申請番号 B111-1111-1111-1111
齢水圏届株式会社

鈴木太郎綿

III''II'IIIIIIIIIIDIII

法人名

担当者

餘亦商店蛛三会社

鈴木太郎

SwAM
X,XXX,XXX円１ １

ｊ

Ⅲ

Ｘ

○

１

Ｘ

８１１１ Ⅲ

。

Ｘ

Ｂｓ

Ｊ

Ｘ

Ⅲ

Ｘ

０

Ｘ

ｌ

’

Ⅱ

Ｘ

○

Ｉ

Ｘ

■

■

■

■

ロ

《

差遜 12…

ｴｽﾞｷｼ”ﾃﾝ”~ｼｷｶﾞｲｼｬ1

を罐認ください

‐ 」

家賃支援給付金の振込のお知らせ

家質支援給付金ｺｰﾙｾﾝﾀｰ’ ＜給付金の撮込等について＞

・振込、駆凝ご確認ください画

・振込口空へ綴込めない混合､金融機関等へ問い合わせによ

り口座情報を訂正した上で振込む場合があります画

・娠込口座へ振込めない場合､事務局より甲溺者へ電話によ

るご案内を行う場合げあります。

．給付金の撮込遅延もしくはその他の事由によって生じた損
害について､事務局は一切の責任を負いません。

’:,このお知らせば給付の決定をお伝えするものですので、

大切に保曽してください。

－－…寿; 睡碑噂 唾 ■ 軍

包『盈…■

、墨＝隼一一と戸．-鱒 ÷…′

魁罷蕊罵鐸－－

－…ー噂一一一＝：

司麹■ ！■て…垂 一一一画■一一

＜差出人＞家賃支援給付金串務周

く還付先＞〒209-879o東京多摩郵便局私書箱第43号
、

滋雨(痙狛れている喝合は､－1労に乾力,してからゆっくりていねいに龍蹴ﾉてください，

図4－21申請者への家賃支援給付金の振り込みのお知らせ
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'4-2家賃支援給付金の振り込みのお知らせ 2/2ページ

’
郵便ハガキ

/箪霊鳶、 家賃支援給付金の振込のお知らせ

～貸主または管理業者の皆様へ～
識

家賃支

～貸主

家賃支援給付金について､下記の申語者に対して給付金

の振込を行いますので､お知らせします。
100－0000

束京抑γ代伍匡O－OOOOIfル

書．

Kx全社仔

申鯖者 掘木太郎

鰯淵剛 “･豐~R鱸置峠‘‘‘”
OOOO卜琴ル105号室

ｊ

Ｘ

ｈ

Ｘ

Ⅱ

Ｘ

ＩＩ

Ｘ

ｌ

Ｘ

ＩＩ

Ｘ

Ｉｊｌｌｌｌｌｌｆ１１１１１００１１ Dpl

X

室

－1111

ご確認ください|家亘
」 ～陽

～貸

旦ぺ｣1浬U＆nDL竜〆挫吊～￥＝写字内u一ー

主または管理業者の皆様へ～

代表の1件の上地,建物名を表示しております．

上記の申請箸との鹿に護数の箇賞僧契約をされている増合は､本お

知らせが搬数送付される場合があり水す。

給付金鞭は､申請石の方が申請した全ての_L地･建秘の賃料を踏まえ
て算出したものであり､必ずしも卜躍l_地･建物のみに対する蛤付と
いうものではありません。

縮付後の貨料の支払いについては､借主の方にお問い合わゼいただ
きますようお願いします“

万一､上兼l地･建物や申請壱にお心当たりの芯い塙合には､上記申

請需号とともに､家賃支援綜付金コールセンターまでご淳絡いただき
ますよう､よろしくお願いいたします。

､ r 凶 掘

家賃支援給付金コールセンター

ー＝､一縛導 索 ，畔､蹄 騨

』■諸竃酵屋.薦‘…

巳鮮…睡一区錘 劉 諒趣砿

一一一■一一ー

2＝垂乞査一言一輩＝■

．‐“些酋 ‘F重き声淳~＝．ｰ壷ロー－軍

<差出人＞家賃支擬絶付金事務局

く遡寸先＞〒209-879o東京多摩郵便局私署箱第43号
A

#;･雨離とで醜れている喝合LL,十分に乾かして力らゆっくりていねいに開封してください。

図4－2－2賃貸人（かしぬし）または管理業者の方への家賃支援給付金の振り込みのお知

らせ
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'4-3~不正受給への対応

家賃支援給付金事務局は、提出された基本情報などについて確認をおこない不審な点が

みられる場合などには、申請者およびその関係者に対する、関係書類の提出要請、事情

聴取、立入検査などの調査をおこなうことがあります。

この結果家賃支援給付金事務局は、調査の結果、申請者の申請が給付要件にあては

まらないなどが判明した場合には、申請者に対して不給付決定をおこない、不正受給が

疑われる場合には、以下の対応をおこなうことがあります。

①不正受給をおこなった申請者は、返還を請求された給付金の全額に、不正受給の日

の翌日から返還の日まで、年3％の害'｣合で算定した延滞金を加え、 これらの合計額

にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に

対し、 これらの金額を請求する旨の通知をおこなう。

②不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名などの公表をお

こなう。

③中小企業庁長官または事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請

者を告訴または告発する。

※ 「不正受給」 とは、以下を意味します。

偽りその他不正の行為（詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法（明治40年法律第

45号）各本条に規定するものをいう。 ）のほか、刑法上の犯罪を構成する

に至らない場合であっても、故意に基本情報などに虚偽の記入をおこないま

たは偽りの証明をおこなうことにより、本来受けることができない給付金を

受け、または受けようとすることなど。

例えば、申請時に廃業することが確定していたにもかかわらず、 「事業を継

続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったものとし

て、不正受給に当たる可能性があります。
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